
旧規格消火器の交換について

【概要】

平成２３年１月１日に施行された消火器の規格省令改正により、改正前に製造さ

れた消火器は「旧規格消火器」、改正後に製造された消火器は「新規格消火器」と

なりました。

旧規格消火器は、型式失効の消火器であるため、原則として消防法の規定により

設置が義務づけられた建物へ設置できませんが、消火器については、火災発生時の

初期消火のため、広く普及設置されていることから、改正時に設置されてる消火器

については、特例として２０２１年（令和３年）１２月３１日まで継続して設置で

きることとされています。

建物に設置されている消火器について、以下の点を確認し、旧規格消火器がある

場合は、２０２１年（令和３年）１２月３１日までに、新規格消火器へ交換しまし

ょう。

【旧規格消火器と新規格消火器の主な違い】

○ 旧規格消火器

・製造年が２０１１年（平成２３年）以前の消火器

・適応火災のマークが「文字表示」

・設計標準使用期限の記載がない

旧規格消火器の適応火災マーク

○ 新規格消火器

・製造年が２０１２年（平成２４年）以降の消火器

・適応火災のマークが「絵表示」

・設計標準使用期限が記載されている。

新規格消火器の適応火災マーク
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